
都 道 府 県 財 政 指 数 表 

 

第１ 指数表作成の趣旨 

 
 都道府県における財政の運営が健全に行われているかどうかを判断するためには、いろいろ

な見方があるが、帰するところは、次の３点にあるものと考えられる。すなわち、その１は、

その財政運営が堅実であり、よく収支の均衡を保っているかどうか。その２は、その財政の構

造が経済変動や地域社会の状態の変化にも耐えて、行政需要に対応し得るような弾力性のある

状態にあるかどうか。その３は、住民生活の向上や地域経済の発展に即応して、よく適正な行

政水準を確保しているかどうかということである。言い換えれば、この３つの条件が財政運営

の健全性を測定する最小限度の基準であるともいえよう。 

 個々の都道府県の財政運営は、その都道府県のおかれている条件により、またその運営方法

のいかんにより極めて多様である。しかしながら、いずれの態様をとるとしても、上記の３点

について自らの財政の内容を分析し、問題点を解明して、財政の健全性を確保していかねばな

らない。こうして自らを省み将来の計画を立てようとするに際して、自らと類似した条件にあ

る都道府県の財政の実態を把握することができるならば、それを何らかの手掛かりとすること

ができよう。 

 都道府県財政指数表は、以上の観点に基づいて当該都道府県の財政を分析検討するに際して、

「現実的で具体性のある尺度」を提供しようとするものである。 

 この指数表は、「あるべき姿」を想定した尺度でもなければ「理想図」を示したものでもなく、

あくまでも現に存在し活動している都道府県の財政を素材として、「都道府県の多様性に応じた

現実的で具体性のある尺度」の設定を意図したものであるから、理想像には遠いものであるか

もしれない。しかし、それだけ現実的であり、具体的であって、比較検討する場合には、身近

なものとして受け入れていただけるであろう。 

 
第２ グループの設定 

 
 指数表の作成に当たっては、都道府県を財政力指数によって分類した。 

財政力指数とは、         という式により算出して得た数値の過去３か年の単純平均

値である。 

 各グループの設定は、財政力指数によって設定し、配列は、高い数値の道府県順に配列して

いる。したがって、令和６年度は、令和４年度から令和６年度までの３か年の平均の財政力指

数の高い順に配列している。ただし、東京都は他の道府県と行政権能、財政力、規模等におい

て著しく異なるので、財政力指数の高低の配列によらずＦグループとした。 

 なお、財政力指数をグループ設定の基準とした理由は、都道府県は市町村と異なりその数に

おいて非常に少なく、人口、産業構造等の要素を組み合わせ、細かく分類することが困難であ

ると同時に、一応財政力指数によって産業構造、県民所得等の要素が加味されていると考えた

ためである。 

基準財政収入額 
基準財政需要額 



グループ 
財 政 力 指 数 

（令和４年度～令和６年度） 
所   属   団   体 団体数 

A 1.000 以上 該当なし － 

B 

B1 0.700 以上～1.000 未満 
愛知県、神奈川県、大阪府、千葉県、

埼玉県 
5 

B2 0.500 以上～0.700 未満 

静岡県、福岡県、茨城県、兵庫県、

栃木県、群馬県、宮城県、広島県、

京都府、三重県、滋賀県、岐阜県、

岡山県、長野県、福島県 

15 

C 0.400 以上～0.500 未満 

石川県、新潟県、富山県、北海道、

香川県、山口県、愛媛県、熊本県、

福井県、奈良県、山梨県 

11 

D 0.300 以上～0.400 未満 

大分県、沖縄県、山形県、岩手県、

青森県、佐賀県、宮崎県、鹿児島県、

長崎県、徳島県、和歌山県、秋田県 

12 

E 0.300 未満 鳥取県、高知県、島根県 3 

F 1.21132 東京都 1 

 

 

第３ 指数表の構成 

 
 指数表は、「グループ別主要指数の比較表」、「都道府県別主要指数の比較表」及び「都道府県

別指数表」から構成されている。 

１．「グループ別主要指数の比較表」は、一般的事項・財政事項・歳入歳出総額の推移等 27 表

からなり、グループごとに人口１人当たり額、構成比及び対前年度比等について比較したも

のである。 

２．「都道府県別主要指数の比較表」は、人口、面積、人口密度、産業構造、県民所得及び財政

力指数の推移等都道府県勢の概要のほか、「都道府県別指数表」関係の主な指数について比較

検討するのに便利なように各都道府県別に一表に配列したものと、財政分析を行うのに不十

分な点を補足するためにより具体的な資料に基づき作成したものからなり、81 表からなって

いる。 

３．「都道府県別指数表」は、財政分析のための基礎となる比較表であり、次の３表からなって

いる。その１は、収入を科目別に区分し、これを一般財源等と特定財源に分け、さらに、そ

れぞれ臨時的なものと経常的なものとに分類し、その人口１人当たり額及び構成比、対前年

度比等を表示した「収入の状況」である。その２は、経費を性質別に区分し、これを臨時的

なものと経常的なものとに分け、それぞれに充てられている財源を一般財源等と特定財源に

分類し、その人口１人当たり額及び構成比、対前年度比等を表示した「性質別歳出の状況」

である。その３は、経費を目的別、性質別にクロス分析させ、これに対する充当財源の状況



を人口１人当たり額で示した「目的別・性質別歳出及び充当財源の状況」である。 

 
第４ 指数表利用上の注意事項 

 
１．一般的事項 

  （１）この指数表は、「令和６年度地方財政状況調査」等の資料により作成したものである。 

 （２）調査期日は、原則として令和７年５月 31 日現在である。 

 （３）会計の範囲は普通会計とし、原則として歳入（地方税）及び歳出（歳出合計）から利

子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利

用税交付金、自動車取得税交付金、自動車税環境性能割交付金及び法人事業税交付金に

相当する部分を控除した額を計上している。なお、指定都市所在道府県にあっては分離

課税所得割交付金及び軽油引取税交付金相当分を、東京都にあっては特別区財政調整交

付金相当分を、それぞれ歳入（軽油引取税交付金相当分は地方税、特別区財政調整交付

金相当分は歳入合計）及び歳出（歳出合計）から控除した額を計上した。 

 （４）人口は、令和７年１月１日現在の住民基本台帳登載人口を用いた。 

    なお、住民基本台帳法の改正により、住民基本台帳登載人口については、外国人住民

を含んでいる。 

 （５）表示単位未満の数字がある場合、それぞれを四捨五入した。したがって、切り捨てら

れる数字の表示は、もともと数字がない場合と同じく「－」の記号を用いている。また、

負数は「△」の記号を用いている。 

 （６）東京都は、次の事項について他の道府県と異なる部分があるので留意すること。 

   「収入の状況」の地方税には、東京都が徴収した市町村税相当分（市町村民税法人分、

固定資産税、特別土地保有税、事業所税、都市計画税）が含まれている。「税収入の状況」

には、東京都が徴収した市町村税相当分は含まれず、特別区が徴収した道府県税相当分

が含まれている。 

 （７）各グループの数値及び平均は、原則として加重平均である。 

 

２．個別的事項 

 （１）収入の状況 

  ア 「一般財源等」と「特定財源」の区分は、地方財政状況調査表の第７表～第 13 表 「歳

出内訳及び財源内訳」における財源区分と同様であり、おおむね次のとおりである。 

   （ア）一般財源等 

       地方税、地方譲与税、市町村たばこ税都道府県交付金、地方特例交付金等、地方

交付税、交通安全対策特別交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金等 

   （イ）特定財源 

       国庫支出金、地方債、分担金及び負担金、寄附金、財産収入、繰入金、諸収入、

繰越金等 

  イ 「臨時的収入」と「経常的収入」の区分は、おおむね次に掲げるような収入を臨時的

収入とし、その他の収入を経常的収入としている。 



   （ア）地方税のうち、法定外普通税、法定外目的税及び適用期限のある超過課税分 

   （イ）地方交付税のうち、特別交付税、震災復興特別交付税 

   （ウ）財産収入のうち、不動産売払収入、物品売払収入、生産物売払収入（常時生産さ

れる生産物に係るもの及び伐採計画に基づく立木等に係るものを除く。）及び基金運

用収入 

   （エ）分担金及び負担金（ただし、社会福祉施設等に対して入所を委託している場合に

係る個人負担金を除く。） 

   （オ）寄附金 

   （カ）繰入金 

   （キ）繰越金 

   （ク）地方債 

   （ケ）諸収入のうち延滞金、加算金、過料、臨時的な貸付金の元利収入（公営企業貸付

金元利収入を含む。）、受託事業収入、収益事業収入及び雑入（経常的に収入される

ものを除く。） 

   （コ）国庫支出金、使用料及び手数料のうち、建設事業又はその他の臨時的経費の特定

財源に充てるため収入されたもの 

   （サ）国庫支出金のうち、各種利子補給金及び過年度分の清算に係る額（ただし、義務

教育国庫負担金及び生活保護費国庫負担金のように毎年度同じように繰り返し清算

されるものの清算額は除く。） 

   （シ）特定財源に属する収入のうち、その充当すべき経費を超えて収入されたもの（一

般財源等振替分） 

 

 （２）性質別歳出の状況 

     臨時的経費と経常的経費との区分は、おおむね次に掲げるような経費を臨時的経費と

し、その他の経費を経常的経費としている。 

   （ア）人件費のうち災害補償費（地方公務員災害補償基金負担金を除く。） 

   （イ）行政整理、勧奨による退職に要した退職手当（自己都合退職・死亡退職は除く。） 

   （ウ）特別職（教育長を含む。）に対する退職手当 

    （エ）補償金、欠損補てん金、繰上充用金、賠償金、償還金（地方債に係るものを除く。）、

小切手支払未済償還金 

   （オ）補助費等のうち、法令等の規定に基づいて毎年度継続して支出されるもの（法適

用の公営企業に対する繰出基準に基づく繰出金を含む。ただし、同繰出金のうち、

上水道事業の消火栓に要する経費（建設改良に要する経費に限る。）、交通事業の都

市高速鉄道建設費に要する経費、病院事業の建設改良に要する経費（建設改良費に

限る。）及び簡易水道事業の建設改良に要する経費（建設事業費に係るものに限る。）

に係るものを除く。）、国庫支出金を伴うもので毎年度継続して支出されるもの及び

長期間設置されている公共団体等に対する負担金並びに補助金及び交付金として支

出されるもの以外のもの 

   （カ）積立金、投資及び出資金、繰出金（都道府県繰入金等の都道府県国民健康保険事



業会計に対する法令等の規定に基づく繰出金、法非適用の公営企業に対する繰出基

準に基づく繰出金（建設事業費に係るものを除く）を除く。） 

   （キ）貸付金のうち、法令等の規定に基づき制度化されたもので、年度を越え、数年度

にわたり継続的に支出される等経常的に支出される貸付金以外のもの 

   （ク）公債費のうち、転貸債及び繰上償還に係るもの 

   （ケ）普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費 

   （コ）選挙の執行に要した経費（常時啓発の経費を除く。） 

   （サ）国勢調査その他特に大規模な統計調査及び臨時的統計調査のための経費 

   （シ）災害対策関係経費 

   （ス）工場誘致関係経費 

   （セ）国体開催、行幸啓等の大規模な記念行事又は全国的会議等の開催等に要した経費 

   （ソ）伝染病の発生に伴い特に多額の経費を要した場合の対策費 

   （タ）大規模な事務改善に要した経費 

   （チ）高等学校生徒の急増等の一時的現象に対して要した経費 

   （ツ）以上のほか、単年度又は短期間の年度に限って要した経費 

  

（３）目的別歳出の状況 

   目的別歳出の内訳は、総務省令で定める区分に原則として準じている。したがって、都

道府県において予算執行の便宜上これに準じていない場合には、本来のそれぞれの目的に

再区分して計上している。 

   （ア）議 会 費 

       議会の活動に要する経費で、主として、議員の報酬及び費用弁償、委員会の運営

経費等を計上している。 

   （イ）総 務 費 

       一般管理的経費をはじめ、警察費及び教育費に係るもの以外の職員の退職手当並

びに恩給及び退職年金、財政及び会計管理経費、財政調整基金積立金、減債基金積

立金、支庁及び地方事務所等の経費、他の款に計上されない施設の維持管理費（建

設経費を含む。）、前年度に過誤納となった税の還付金並びに普通財産管理のための

経費等を計上している。なお、普通財産取得費は、「諸支出金 普通財産取得費」に

計上し、その他の財産取得費は、それぞれの目的に応じた款項に分別計上している。 

   （ウ）民 生 費 

       社会福祉、老人福祉、児童福祉及び生活保護等社会生活を保障するために必要な

経費を計上している。 

   （エ）衛 生 費 

       公衆衛生、結核対策、伝染病予防対策、環境衛生、食品衛生及び清掃等衛生的な

生活環境を保持するために必要な経費を計上している。なお、病院事業会計及び公

立大学附属病院事業会計等への繰出しを含めている。 

   （オ）労 働 費 

       職業訓練、労働福祉及び失業対策事業等に係る経費を計上している。 



   （カ）農林水産業費 

       農業、林業、水産業及び畜産業等に係る経費を計上している。 

   （キ）商 工 費 

       商業、工鉱業及び観光事業に係る経費を計上している。 

   （ク）土 木 費 

       道路橋りょう、河川海岸、港湾、都市計画及び住宅等に係る経費を計上している。

なお、開発公社等への出資金、貸付金等でそれぞれの款項に分別できない経費、土

地開発基金への繰出金等を計上している。 

   （ケ）警 察 費 

       警察官の給与（退職手当等を含む。）及び署、駐在所の建設等に要する経費を計上

している。 

   （コ）消 防 費 

       消防費の目的別歳出は、総務省令で区分されていないが、東京都のみは分別計上

している。 

   （サ）教 育 費 

       教育委員会及び事務局に要する経費をはじめ、義務教育職員及び事務職員の人件

費（退職手当等を含む。）、高等学校、大学等に係る経費を計上している。 

   （シ）災害復旧費 

       農林水産施設及び公共土木施設等の災害復旧に要する経費を計上している。 

   （ス）公 債 費 

       公債事務関係職員の人件費及び備品購入費を除く、すべての公債関係経費を計上

している。 

   （セ）諸支出金 

       普通財産取得費には、直接の事業目的を有しない普通財産の取得に要する経費を

計上している。 

       公営企業費には、他の款の目的によって区分されない交通事業、ガス事業、電気

事業及び収益事業会計に対する繰出金、負担金、補助金、出資金及び貸付金を計上

している。 

 


